
重度障害者医療費助成・高齢重度障害者医療費助成
　問 区役所保険年金医療課（北神区役所・北須磨支所は市民課）、玉津支所（裏表紙）

※ 詳細については、神戸市のホームページもしくは
　上記お問い合わせ先にてご確認ください。

　

〔対　象〕 健康保険に加入している方のうち、次のいずれかの障害がある方です（所得制限があります）。
　　　　　・身体障害者手帳 1 級または 2 級
　　　　　・ 身体障害者手帳の内部障害（心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免

疫不全ウイルスによる免疫、肝臓機能障害）3 級
　　　　　・療育手帳 A 判定（重度の知的障害）
　　　　　・身体障害者手帳 3 級と療育手帳 B1 判定（中度の知的障害）との重複障害
　　　　　・精神障害者保健福祉手帳 1 級
〔内　容〕保険診療にかかる医療費の一部を助成します。助成後の自己負担額は下記のとおりです。

自己負担額

外　来 1 医療機関・薬局等ごとに 1 日 600 円（低所得者・高校生以下は 400 円）を限度に月
2 回までの負担（3 回目以降無料）

入　院
1 割負担で 1 医療機関あたり月 2,400 円（低所得者は 1,600 円、高校生以下は自己負
担なし）までの負担
◎連続した 3 か月において入院のある場合（長期入院）は、4 か月目以降無料

※ 肢体不自由の身体障害者手帳 1 級または 2 級と、重度の知的障害（療育手帳 A 判定等）が重複
してある方（重症心身障害児（者））は、自己負担額なし（無料）です。

後期高齢者医療制度
　問 区役所保険年金医療課（北神区役所・北須磨支所は市民課）、玉津支所（裏表紙）

　65 歳以上の方で、下記に該当する方は申請により兵庫県後期高齢者医療広域連合の認定を受けて、
後期高齢者医療制度の被保険者資格を得ることができます※。後期高齢者医療制度の被保険者にな
ると、医療機関等での窓口負担が 1 割（所得状況によっては 2 割または 3 割）になります。詳しく
は、お住まいの区役所（お住まいが北須磨地区の方は北須磨支所）までお問い合わせください。
　●国民年金証書（障害年金等級）：1、2 級の方
　●身体障害者手帳：1 ～ 3 級の方
　　　　　　　　　　4 級のうち、次のいずれかに該当する方
　　　　　　　　　　・音声機能または言語機能の障害　　　　・両下肢のすべての指を欠くもの
　　　　　　　　　　・一下肢を下腿の 2 分の 1 以上で欠くもの　・一下肢の機能の著しい障害
　●療育手帳：重度の方
　●精神障害者保健福祉手帳：1、2 級の方
　※ 申請者はいつでも将来に向かって申請を撤回することができます。

高齢者定期予防接種（インフルエンザ・肺炎球菌）
　問 区役所・北須磨支所保健福祉課、玉津支所（裏表紙）

接種時に 60 歳～ 64 歳で、心臓・じん臓・呼吸器の機能障害及びヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能障害で、身体障害者手帳 1 級を有する人または、同程度以上の人は、インフルエンザ・肺
炎球菌の予防接種の費用の一部を助成します。それぞれ自己負担が 1,500 円、4,000 円。ただし、
生活保護・市民税非課税世帯の人は医療機関窓口で無料対象確認書類の提示で無料。

結核児童療育医療の給付
　問 区役所・北須磨支所保健福祉課（裏表紙）

〔対　象〕指定療育機関に入院している結核児童
〔内　容〕療養にあわせた学習の援助（医療・学用品等の給付）を行います。

③ 保健・医療の給付
保健師による療養相談
　問 区役所・北須磨支所保健福祉課（裏表紙）

〔対　象〕心身の状態により日常生活において支援が必要な人
〔内　容〕保健師が療養・療育などについて、さまざまな相談に応じます。

訪問歯科診療・口腔ケア事業

〔対　象〕原則としてねたきり状態等で歯科医院への通院が困難な市民の方
〔内　容〕歯科医師及び歯科衛生士が訪問し、歯科診療や口腔ケアを行います。
〔費　用〕 保険診療及び介護保険の自己負担額。ただし、歯科医師の交通費が加算されることがあ

ります。

自立支援医療（更生医療・育成医療・精神通院医療）の給付
　問 区役所・北須磨支所保健福祉課、玉津支所（裏表紙）

　以下の医療費の補助を行います。（すべて所得制限があり、医療を受ける前に申請が必要です。）
●更生医療
〔対　象〕 18 歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた人
〔内　容〕 身体の障害を除去、軽減して日常生活を容易にするために指定医療機関で行う保険医療

費の一部を助成します。
●育成医療
〔対　象〕 18 歳未満の肢体不自由・視覚・聴覚・平衡・音声・言語・そしゃく・免疫機能の障害

および手術が必要な内臓障害（心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・肝臓・直腸および小
腸機能障害を除いては先天性のものに限る）のある児童

〔内　容〕 将来、生活能力を得るために指定医療機関で行う保険医療費の一部を助成します。
●精神通院医療
〔対　象〕 通院による精神医療が継続的に必要な人
〔内　容〕 通院による精神科治療を指定医療機関で行う際に保険医療費の一部を助成します。

（1 年に 1 回更新申請が必要です。）

自立支援医療（更生医療・育成医療・精神通院医療）の自己負担（月額上限）
区　分 自己負担額（月額上限）
外　来

（通　院） 月 2 回まで。3 回目以降は負担なし

入　院 連続する 3 ヶ月を超える入院の場合、4 ヶ月目以降の負担なし
精神障害は外来のみ

※重症心身障害児（者）は外来・入院ともに負担なし（入院時の食費標準負担額は自己負担）
※生活保護受給の場合は外来・入院ともに負担なし（入院時の食費標準負担額も負担なし）
※ 高校 3 年生以下については、通院 400 円、入院 負担なし
　（高校 3 年生…18 歳になる誕生日の前日から数えて、最初の 3 月 31 日まで）

＊市民税非課税世帯で本人又は保護者の年収が 80 万円以下の方の場合

精神入院医療費助成

〔対　象〕 ①入院の開始時に神戸市内に住民登録がある。②精神科病床を有する病院に「精神保健
及び精神障害者福祉に関する法律」に基づく入院をした（措置入院は除く）③入院の期
間が 90 日以内である④自立支援医療（精神通院医療）を受給している（福祉医療費や
生活保護の受給者は除く）

　　　　　※退院日の翌日から 1 年以内に申請する必要があります
〔内　容〕 精神医療が必要な方が、急性増悪時に適切な入院加療を受けることで早期回復し、円滑な

地域生活への移行を促進するため、精神科入院医療費の本人負担額の一部を助成します。
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重度障害者医療費助成・高齢重度障害者医療費助成
　問 区役所保険年金医療課（北神区役所・北須磨支所は市民課）、玉津支所（裏表紙）

※ 詳細については、神戸市のホームページもしくは
　上記お問い合わせ先にてご確認ください。

　

〔対　象〕 健康保険に加入している方のうち、次のいずれかの障害がある方です（所得制限があります）。
　　　　　・身体障害者手帳 1 級または 2 級
　　　　　・ 身体障害者手帳の内部障害（心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免

疫不全ウイルスによる免疫、肝臓機能障害）3 級
　　　　　・療育手帳 A 判定（重度の知的障害）
　　　　　・身体障害者手帳 3 級と療育手帳 B1 判定（中度の知的障害）との重複障害
　　　　　・精神障害者保健福祉手帳 1 級
〔内　容〕保険診療にかかる医療費の一部を助成します。助成後の自己負担額は下記のとおりです。

自己負担額

外　来 1 医療機関・薬局等ごとに 1 日 600 円（低所得者・高校生以下は 400 円）を限度に月
2 回までの負担（3 回目以降無料）

入　院
1 割負担で 1 医療機関あたり月 2,400 円（低所得者は 1,600 円、高校生以下は自己負
担なし）までの負担
◎連続した 3 か月において入院のある場合（長期入院）は、4 か月目以降無料

※ 肢体不自由の身体障害者手帳 1 級または 2 級と、重度の知的障害（療育手帳 A 判定等）が重複
してある方（重症心身障害児（者））は、自己負担額なし（無料）です。

後期高齢者医療制度
　問 区役所保険年金医療課（北神区役所・北須磨支所は市民課）、玉津支所（裏表紙）

　65 歳以上の方で、下記に該当する方は申請により兵庫県後期高齢者医療広域連合の認定を受けて、
後期高齢者医療制度の被保険者資格を得ることができます※。後期高齢者医療制度の被保険者にな
ると、医療機関等での窓口負担が 1 割（所得状況によっては 2 割または 3 割）になります。詳しく
は、お住まいの区役所（お住まいが北須磨地区の方は北須磨支所）までお問い合わせください。
　●国民年金証書（障害年金等級）：1、2 級の方
　●身体障害者手帳：1 ～ 3 級の方
　　　　　　　　　　4 級のうち、次のいずれかに該当する方
　　　　　　　　　　・音声機能または言語機能の障害　　　　・両下肢のすべての指を欠くもの
　　　　　　　　　　・一下肢を下腿の 2 分の 1 以上で欠くもの　・一下肢の機能の著しい障害
　●療育手帳：重度の方
　●精神障害者保健福祉手帳：1、2 級の方
　※ 申請者はいつでも将来に向かって申請を撤回することができます。

高齢者定期予防接種（インフルエンザ・肺炎球菌）
　問 区役所・北須磨支所保健福祉課、玉津支所（裏表紙）

接種時に 60 歳～ 64 歳で、心臓・じん臓・呼吸器の機能障害及びヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能障害で、身体障害者手帳 1 級を有する人または、同程度以上の人は、インフルエンザ・肺
炎球菌の予防接種の費用の一部を助成します。それぞれ自己負担が 1,500 円、4,000 円。ただし、
生活保護・市民税非課税世帯の人は医療機関窓口で無料対象確認書類の提示で無料。

結核児童療育医療の給付
　問 区役所・北須磨支所保健福祉課（裏表紙）

〔対　象〕指定療育機関に入院している結核児童
〔内　容〕療養にあわせた学習の援助（医療・学用品等の給付）を行います。

③ 保健・医療の給付
保健師による療養相談
　問 区役所・北須磨支所保健福祉課（裏表紙）

〔対　象〕心身の状態により日常生活において支援が必要な人
〔内　容〕保健師が療養・療育などについて、さまざまな相談に応じます。

訪問歯科診療・口腔ケア事業

〔対　象〕原則としてねたきり状態等で歯科医院への通院が困難な市民の方
〔内　容〕歯科医師及び歯科衛生士が訪問し、歯科診療や口腔ケアを行います。
〔費　用〕 保険診療及び介護保険の自己負担額。ただし、歯科医師の交通費が加算されることがあ

ります。

自立支援医療（更生医療・育成医療・精神通院医療）の給付
　問 区役所・北須磨支所保健福祉課、玉津支所（裏表紙）

　以下の医療費の補助を行います。（すべて所得制限があり、医療を受ける前に申請が必要です。）
●更生医療
〔対　象〕 18 歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた人
〔内　容〕 身体の障害を除去、軽減して日常生活を容易にするために指定医療機関で行う保険医療

費の一部を助成します。
●育成医療
〔対　象〕 18 歳未満の肢体不自由・視覚・聴覚・平衡・音声・言語・そしゃく・免疫機能の障害

および手術が必要な内臓障害（心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・肝臓・直腸および小
腸機能障害を除いては先天性のものに限る）のある児童

〔内　容〕 将来、生活能力を得るために指定医療機関で行う保険医療費の一部を助成します。
●精神通院医療
〔対　象〕 通院による精神医療が継続的に必要な人
〔内　容〕 通院による精神科治療を指定医療機関で行う際に保険医療費の一部を助成します。

（1 年に 1 回更新申請が必要です。）

自立支援医療（更生医療・育成医療・精神通院医療）の自己負担（月額上限）
区　分 自己負担額（月額上限）
外　来

（通　院） 月 2 回まで。3 回目以降は負担なし

入　院 連続する 3 ヶ月を超える入院の場合、4 ヶ月目以降の負担なし
精神障害は外来のみ

※重症心身障害児（者）は外来・入院ともに負担なし（入院時の食費標準負担額は自己負担）
※生活保護受給の場合は外来・入院ともに負担なし（入院時の食費標準負担額も負担なし）
※ 高校 3 年生以下については、通院 400 円、入院 負担なし
　（高校 3 年生…18 歳になる誕生日の前日から数えて、最初の 3 月 31 日まで）

＊市民税非課税世帯で本人又は保護者の年収が 80 万円以下の方の場合

精神入院医療費助成

〔対　象〕 ①入院の開始時に神戸市内に住民登録がある。②精神科病床を有する病院に「精神保健
及び精神障害者福祉に関する法律」に基づく入院をした（措置入院は除く）③入院の期
間が 90 日以内である④自立支援医療（精神通院医療）を受給している（福祉医療費や
生活保護の受給者は除く）

　　　　　※退院日の翌日から 1 年以内に申請する必要があります
〔内　容〕 精神医療が必要な方が、急性増悪時に適切な入院加療を受けることで早期回復し、円滑な

地域生活への移行を促進するため、精神科入院医療費の本人負担額の一部を助成します。
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④ 手当・年金・貸付
手　　当

手当等
　問 区役所・北須磨支所保健福祉課（裏表紙）

名　　　称 受給資格者 支給要件 所得
限度 支給月額 支給月

特 別 児 童
扶 養 手 当

精神または身体に障害を
有する 20 歳未満の子ど
もを監護している親また
は養育者（施設に入所し
ている場合を除く）

精神または身体に重度の
障害を有する（※）

有

令和5年4月～
53,700円 4月

8月
11月精神または身体に中度の

障害を有する（※）
令和5年4月～

35,760円

障 害 児
福 祉 手 当

常時介護を必要とする 20
歳未満の障害児（施設に
入所している場合を除く）

精神または身体に重度の
障害を有するため、 日常
生活において常時介護を
必要とする（※）

有 令和5年4月～
15,220円

2月
5月
8月

11月

福 祉 手 当
（経過措置）
※新規認定は
あ り ま せ ん 

昭和 61 年 3 月 31 日に廃
止された福祉手当受給資
格者のうち、特別障害者
手当の支給要件に該当せ
ず、かつ障害基礎年金も
受給できない者

特 別 障 害 者
手 当

常時特別の介護を必要と
する 20 歳以上の者
・ 施設に入所している場

合を除く
・ 病院または診療所に 3

か月を超えて入院して
いる場合を除く

精神または身体に著しく
重度の障害を有するため、
日常生活において常時特
別 の 介 護 を 必 要 と す る

（※）

有 令和5年4月～
27,980円

重 度 心 身
障 害 者
介 護 手 当

重度の障害児（者）を居
宅で介護している者（施
設に入所している場合ま
たは、障害者総合支援法
の自立支援給付サービス、
介護保険サービスを受給
している場合を除く）

申請時に 65 歳未満で、6
か月以上ねたきりや常時
介護を必要とする状態に
ある重度の知的障害また
は重度の身体障害（1・2
級）（※）

有 10,000円

障 害 者 特 別
給 付 金

1981 年（昭和 56 年）12
月 31 日以前に 20 歳以上
で障害のあった外国人等、
制度的な理由で障害基礎
年金を受給できない障害
者

重度障害者 重度

重度

・身体障害者手帳（1・2級）
・療育手帳（A 判定）
・ 精神障害者保健福祉手

帳（1 級）
有

令和5年4月～

1月
4月
7月

10月
中度障害者

・身体障害者手帳（3 級）
・療育手帳（B1 判定）
・ 精神障害者保健福祉手

帳（2 級）

令和5年4月～

※ 特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当・重度心身障害者介護手当の具体的な支給
要件についてはお問い合わせいただくか、神戸市ホームページにおいてパンフレットをダウンロ
ードすることができます。

S31.4.1以前生まれ
82,562円

S31.4.2以降生まれ
82,812円

S31.4.1以前生まれ
66,050円

S31.4.2以降生まれ
66,250円

こうべ市歯科センター

〔対　象〕 地域の歯科診療所での治療が難しい障害のある方やご高齢の方。自己負担あり（保険診
療）

　　　　　予約制（電話・FAX でお問い合わせください）

〔最寄り駅〕地下鉄海岸線：駒ヶ林駅

障害者歯科診療対応歯科医院

〔内 容〕 神戸市歯科医師会による神戸市内の障害者歯科診療に対応した歯科医院の一覧を、ホー
ムページへ掲載しています。詳しい診療日時や曜日、段差・スロープ、車椅子などの各
種対応については事前に各医院へお問い合わせください。

特定医療費（指定難病）公費負担・特定疾患治療研究事業
　問 区役所・北須磨支所保健福祉課、玉津支所（裏表紙）

〔対　象〕 国が指定する指定難病 （ 338疾患）、県単独特定疾患治療研究事業 （ 3 疾患）、国が
指定する特定疾患治療研究事業 （ 4 疾患）。

〔内　容〕 医療費（保険診療）の自己負担分を一部助成します。所得に応じた自己負担があります。
　　　　　（国が指定する特定疾患治療研究事業は自己負担なし）

小児慢性特定疾病医療費助成事業
　問 区役所・北須磨支所保健福祉課、玉津支所（裏表紙）

〔対　象〕 国が指定する慢性疾病（16 疾患群・788 疾病）に罹患し、疾病の状態が基準告示に定
める程度の新規申請時点で 18 歳未満の児童

〔内　容〕 医療費（保険診療）の自己負担分を一部助成します。医療費の一月あたりの自己負担限
度額が最大 800 円です。

在宅人工呼吸器使用患者非常用電源整備事業

〔対　象〕 在宅において、常時、人工呼吸器（ＴＰＰＶ：気管切開下陽圧人工呼吸、またはＮＰＰ
Ｖ：非侵襲的陽圧換気）を使用している方。

　　　　　※ 医療機関等に入院中の方及び障害者施設等（特別養護老人ホームや介護老人保健施設
などの高齢者施設を含みます。）に入所中の方は対象外

〔内　容〕 24 時間人工呼吸器を使用する在宅の身体障害者（児）及び難病患者等の方に対し、非
常用電源装置等の購入にかかる費用の一部を助成します。

〔費　用〕 用品の購入に係る費用の１割を自己負担。用品の費用が助成基準額を上回るときはその
差額についても負担が必要。

自動車事故対策機構による介護料の支給
　問 独立行政法人自動車事故対策機構兵庫支所　℡ 271-7601　　FAX 271-7603

　自動車事故が原因で、脳、脊髄または胸腹部臓器を損傷し、重度の後遺障害があるため、日常
生活動作について常時または随時の介護が必要となった方に、「独立行政法人自動車事故対策機
構（ナスバ）から介護料が支給されます。
　対象者となる方および詳しい支給要件は、上記お問合せ先にご確認ください。
〔支給金額〕月額　36,500円～211,530円
〔支給制限〕下記の方は支給の対象になりません。

①主たる生計維持者の年間合計所得金額が1,000万円を超える
②ナスバが定める特定の施設に入院・入所している
③他法令による介護料相当の給付を受けている
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3. 保健・医療の給付


